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消さな いで　　　　　　　　
　　あ なたの心の　注意の火

（平成18年度全国統一防火標語）

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
暖
房

器
具
や
た
き
火
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

所
で
火
気
を
使
う
機
会
が
多
く
な

り
、
空
気
も
乾
燥
す
る
な
ど
、
火

災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
と
な
り

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
期
を
迎
え
、
一

人
ひ
と
り
が
火
災
予
防
の
知
識
を

も
ち
、
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
に

よ
り
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
事

故
や
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
11
月
９
日
か
ら
15

日
ま
で
の
７
日
間
、
全
国
火
災
予

防
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
運
動
で
火
災
の
恐
ろ
し
さ

を
認
識
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に

的
確
で
冷
静
な
行
動
が
と
れ
る
よ

う
心
が
け
、
防
火
対
策
を
実
践
し

ま
し
ょ
う
。

　

平
成
18
年
度
那
珂
川
町
消
防
団

（
藤
田
正
一
団
長
、
団
員
６
０
６

名
）
通
常
点
検
が
10
月
29
日
、
馬

頭
運
動
場
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

午
前
８
時
、
点
検
者
宣
言
が
行

わ
れ
、
通
常
点
検
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。
人
員
並
び
に
服
装
点
検
、

機
械
器
具
点
検
な
ど
日
ご
ろ
の
訓

練
の
成
果
を
披
露
し
ま
し
た
。

　

点
検
後
行
わ
れ
た
分
列
行
進
で

は
、
馬
頭
中
学
校
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド

部
の
先
導
に
よ
り
役
場
前
通
り
を

団
員
が
行
進
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
県
消
防
協
会
長
や
同
南

那
須
支
部
長
な
ど
か
ら
表
彰
さ
れ

た
方
々
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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５
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住宅防火・命を守る　　
　　　　７つのポイント
■３つの習慣
・寝たばこは絶対しない。
・ストーブなどの暖房機は、燃え　		
　やすいものから離れたところで　
　使用する。
・ガスこんろなどの火元を離れる　
　ときは、必ず火を消す。
■４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用　
　火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテン等は、　
　防火品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、
　住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや体の不自由な人を守る
　ため、隣近所の協力体制をつくる。
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身近に住宅用火災警報器を備えよう！
消防法の改正により住宅用火災警報器等の設置が必要です

　南那須地区広域行政事務組合火災予防条例の施行に伴
い、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
新築住宅は平成 18 年 6 月 1 日から義務付けられました。
既存住宅は平成 21 年 6 月 1 日から義務付けられます。

なぜ義務化に？

　住宅火災により毎年約 1,000 人の方がなくなられてい
ます。死亡の主な原因は、火災に気付くのが遅れて「逃
げ遅れ」によるものが主で、半数以上の方がお年寄りです。
　今後も高齢化の進展が見込まれ、住宅火災による死者
の増加が危惧されることから、住宅用火災警報器等の設
置の必要性が高まってきたからです。
住宅用警報器とは？

　住宅用警報器とは、火災の初期において煙や熱を感知
して警報音や音声により火災を知らせるものです。電源
については乾電池タイプと家庭用電源（１００Ｖ）タイ
プがあり、乾電池タイプは天井や壁に簡単に取り付ける
ことができます。
　住宅用火災警報器には、煙に反応する「煙式」のものと、
熱に反応する「熱式」のものがあり、寝室や階段、廊下
には「煙式」のものを設置してください。
どこで購入すれば良いの？

　お近くの消防設備取扱店などで販
売しています。また、ホームセンター
や電気店などでも取り扱っていると
ころもあります。日本消防協会の検
定に合格した「ＮＳマーク」が付い
たものをお薦めします。


